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 令和 5年 10月 6日 浜松市 産業部 産業振興課 

℡：053-457-2044   

 

 

 

 
報 道 発 表 

 

浜松市中小企業者等物価高騰対策支援交付金について 

（電力量料金高騰対策支援交付金、物流等円滑化支援交付金） 

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」 

  

エネルギー価格高騰の影響を受けた中小事業者等を支援するため、２つの交付金を支給します。

ついては、１０月６日（金）正午から、コールセンターを開設します。 

 

１ 浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金 

（特別高圧又は高圧で受電する中小事業者向け） 

２ 浜松市物流等円滑化支援交付金 

（貨物自動車運送業等向け） 

 

■コールセンター開設について 

制度全般や手続きに関する問合わせ窓口として、下記のとおりコールセンターを開設します。 

 

１ 浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金コールセンター 

電話番号：０５７０―０２５－７５０ 

開設日 ：令和５年１０月６日（金） 

（受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 土・日・祝日除く。） 

 

２ 浜松市物流等円滑化支援交付金コールセンター 

電話番号：０５７０―０７８－７２２ 

開設日 ：令和５年１０月６日（金） 

（受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 土・日・祝日除く。） 

 

■申請受付期間および申請方法 

期間：令和５年１０月１６日（月）～令和５年１２月１５日（金） 

方法：WEB又は郵送 

       ※WEB受付は、令和５年１０月１６日（月）正午（12:00）から受付開始 

       ※郵送受付は、令和５年１２月１５日（金）までの消印有効 
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市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」 

■制度の詳細 

１ 浜松市中小事業者等電力量料金高騰対策支援交付金 

 （1）交付対象者 

   ①浜松市内に所在する事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧又

は高圧で受電する中小事業者又は個人事業主。ただし、みなし大企業は除く。 

   ②小売電気事業者等と特別高圧又は高圧の電力需給契約を締結している事業者が管理す

る浜松市内の工業団地又は商業施設等（以下、「施設等」という。）において 、当該契

約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に相当する額の分担により使用する中小事

業者等（テナント等）。 

 

 （2）交付額 

   令和５年１月分～６月分の電力使用量（kWh）の合計 × 1円/kwh  

 

 （3）交付額上限 

    なし 

 

２ 浜松市物流等円滑化支援交付金 

（1）交付対象者：市内に本店又は支店、営業所等を有する道路運送事業者 

申請時点において、以下のいずれかの道路運送事業等に必要な許可を得、又は届け出を

行い、当該道路運送事業等を継続していること。 

①一般貨物自動車輸送事業及び特定貨物自動車輸送事業の許可 

②貨物軽自動車運送事業の届け出 

③一般貸切旅客自動車運送事業の許可 

④特定旅客自動車運送事業の許可 

※④について、道路運送法第 79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を得ているも 

のは除きます。 

 

交付対象者の車両のナンバーの色は・・ 

営業ナンバー（緑又は黒ナンバー）の車両にて事業を行う事業者が対象となります。 

 

例）トラック輸送、軽トラック便、バイク便、貸切バスなど 

（2）交付額 車両 1台あたり４５,０００円 × 市内営業所の登録車両台数の２分の１ 

     ※ただし、車両台数は、小数点以下は切り上げ。車両台数の上限は５０台。 

       ［交付対象車両数の例］ 登録車両台数が２台の場合 ２台×1/2＝１台  

                   登録車両台数が３台の場合 ３台×1/2＝２台  

※所有車両又は自動車リース事業者とのリース契約に基づく借用車両が対象 

（3）交付額上限 １社あたり２２５万円 


